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「教育財政領域」基礎講座：入門編 

── 教育財政 3 領域「給与規程・就学支援・学校財務」を中心に 

栁澤靖明（青木中学校・事務主査）／栁澤清香（八幡木中学校・事務主幹） 

０. 自己紹介                         

（1）学校で仕事をする事務職員 

・法律上の職務──「事務職員は、事務をつかさどる」（学校教育法第 37 条第 14 項）1 

・チーム学校2（教育職だけでは「教育の目的」を達成できない）における事務職員の職務価値 

（2）事務職員が扱う学校事務 

・教職員と関わる仕事（給料や諸手当、旅費の支給、福利厚生や休暇の手続き） 

・保護者と関わる仕事（学校給食費や補助教材費、旅行積立金などの集金、就学援助の手続き） 

・子どもと関わる仕事（学割や各種証明書の発行、教科書無償給与の手続き） 

 

１. 研修のねらいと意義                     

（1）なぜ、事務職員が研修を担当するのか？ 機関研修、学校研修を補う目的 

・初任者研修の目的、「教師としての実践的指導力と使命感を養う」「幅広い知見を得る」こと3 

→ 直接指導＝教授活動が中心となり、間接領域＝教育財政領域を加えるべき 

・給与体系に関係する内容は、『教師となって第一歩』に「用語解説編」4で少し存在する程度 

・就学支援制度は、「児童生徒に対して［学級づくりの視点で：引用者］の配慮」5が中心 

→ 各種制度を学び「アウトリーチ」の必要性がある 

・「学校」と冠が付いている言葉は、「学校保健」「学校安全」「食育・学校給食」──6にとどまる 

   → 学校財務に関する部分として、その一部「会計処理や物品の管理」7にとどまっている 

■「教育財政領域（学校のお金に関する 3 領域）」 

1. 教員の生活を支えるための給与制度 

2. 児童生徒の学習環境を支えるための就学支援制度 

3. 教育活動や学校運営を支えるための学校財務制度 

 
1 2017（平成 29）年に学校教育法が改正され、「事務に従事する」から「事務をつかさどる」と職務規定が変化。 
2 中央教育審議会答申 2015（平成 27）──同時に「教員の資質能力の向上」「学校と地域の連携・協働」も答申され、

その後「働き方改革」答申を経て「令和の日本型教育」答申へと繋がる。 
3 埼玉県総合教育センター所長「初任者研修に臨むに当たって」埼玉県教育委員会『教師となって第一歩』（令和 5年

度）p.2 
4 同「用語解説編」『教師となって第一歩』p.127 
5 同「Ⅲよりよい学級（ホームルーム）をつくる」『教師となって第一歩』p.116 
6 同「目次」『教師となって第一歩』pp.5-7 
7 同「学び続ける教師」『教師となって第一歩』p.20 
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２. 給与規程                         

（1）給与とは何か、給与の原理原則 

・教員の給与とは、「教師の人間としての生活条件であることに加えて、子どもたちがよい教育を受け

るために必要な『教育条件』でもある」8 

・「公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定め

るものとする」（教育公務員特例法第 13 条） 

   → 「学校職員の給与に関する条例」、教育職給料表(二)の適用（小中学校の教育職員） 

→ 「埼玉県教育委員会教育長の給与等に関する条例」、教育長の月給は 937,000 円 

 ・「通貨払い」、「直接払い」、「全額払い」（地方公務員法第 25 条第 2 項） 

 ・人事評価による給与管理（地方公務員法第 23 条第 2 項） 

   → 自己評価に基づき、総合評価とチームワーク評価が実行され、貢献度を決定する 

 ・人事委員会勧告（地方公務員法第 8 条第 5 号、第 14 条第 2 項、第 26 条） 

   → 労働基本権（団結権、団体交渉権、団体行動権〈争議権〉） 

→ 団体交渉権の制限労働（管理運営事項は交渉の対象外〈地方公務員法第 55 条第 3 項〉） 

   → 民間企業の従業員給与と比較して、給与に関する勧告をする 

 ・給与の負担者の変遷（支払者） 

   → 1947（昭和 22）年、学校教育法第 5条「設置者負担の原則」1,,, ── 全額   負担 

   → 1948（昭和 23）年、市町村立学校職員給与負担法第 1、第 2条 ── 全額   負担 

   → 1952（昭和 27）年、義務教育費国庫負担法第 2 条 ──    国、   都道府県 

   → 2005（平成 18）年、義務教育費国庫負担法の改正 ──    国、   都道府県 

 

（2）教職調整額と教員特別手当 

 ・教職調整額（公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法「給特法」） 

・時間外勤務手当 ≒ 給料月額の 4％（初任給 217,565 円×0.04＝8,702 円程度の残業代） 

・4％の根拠は「教職員勤務量調査」（文部省 1966 年度）により、ひとりあたりの週間時間外勤務の平

均は約 200 分であり、月給比率で計算すると平均 3.8％── 1971（昭和 46）年 

   → 2022（令和 04）年度の集計（速報値）では、週間時間外勤務の平均は約 850 分（約 4 倍） 

 ・義務教育等教員特別手当（学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する

特別措置法「人確法」） 

・教育職員の給与については、一般の公務員と比較して優遇する（3 条） 

   → 2,000～8,000円の範囲で月給に応じて支給（初任給程度 2級 17 号給── 2,600 円） 

 
8 兼子仁『教育法〔新版〕』（有斐閣、1978年）p.327 
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３. 子どもの貧困問題                     

（1）教育格差の問題提起（結果の平等ではなく、機会の平等を求めている） 

・「たまたま生まれた家がお金持ちだからいい教育を受けられる、あるいは貧しかったから教育を受

けられない」のではなく「スタートは同じにする」9 ──池上彰（ジャーナリスト） 

・「個々人が置かれた状況を考慮した『機会の平等』を保障すべき」10──高橋和之（憲法学者） 

・「親のステイタス（教育、職業、所得）が恵まれていれば、その子どもの教育・職業・所得の決定に

おいても恵まれているのではないか」11 ──橘木俊詔（経済学者） 

・「家庭の（‥）経済的豊かさによる学力格差が（‥）拡大」12 ──耳塚寛明（教育社会学者） 

・「早急に教育格差を［教職課程の：引用者］必修科目にすべき」13 ──松岡亮二（教育社会学者） 

 

（2）貧困と格差の状態を整理 

・「絶対的貧困」14と「相対的貧困」15という言葉の定義、日本で問題となっているのは後者 

→ 2021（令和 03）年、子どもの相対的貧困率16は 11.5％（≒8 人に 1 人） 

→ おとながひとりで子どもがいる現役世帯では 44.5％（≒2 人に 1 人） 

・経済格差「修学旅行の前日に木から落ちて骨折し、当日は欠席した子ども」17 

・健康格差「朝食が食べられずに牛乳とパンを求めて保健室に行列をつくる子ども」18 

・学力格差「世帯収入とテストの点数は、ほぼ例外なく比例している」19 

 

（3）「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（2013〈平成 25〉年 → 2019〈令和元年〉） 

・「子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されること」を避ける（第 1 条） 

・「子供の貧困対策に関する大綱」が閣議決定（2014〈平成 26〉 → 2019〈令和元年〉） 

→ 学校を貧困対策のプラットフォーム20として位置付け、総合的に対策を推進する 

→ 教育費負担（私費負担）を軽減、福祉関連機関との連携（就学援助制度の周知徹底など） 

・こども家庭庁「こども基本法」（2023〈令和 05〉年）、こども大綱へ 

 
9 池上彰『世界から格差がなくならい本当の理由』（SBクリエイティブ株式会社、2017年）p.211 
10 高橋和之『立憲主義と日本国憲法［第 4版］』（有斐閣、2017年）p.158 
11 橘木俊詔「封印される不平等」橘木俊詔 編『封印される不平等』（東洋経済新報社、2004年）p.2 
12 耳塚寛明「学力格差の社会学」耳塚寛明 編『教育格差の社会学』（有斐閣、2014年）pp.1-2 
13 松岡亮二『教育格差』（ちくま新書、2019年）p.310 
14 たとえば、世界銀行が国際貧困ラインとして用いている「1日 2.15ドル未満の所得」で生活している状態など。 
15 「人として社会に認められる最低限の生活水準は、その社会における『通常』から、それほど離れていないことが必

要であり、それ以下の生活」状態──阿部彩『子どもの貧困』（岩波新書、2008年）p.42 
16 世帯全員の所得が貧困線未満（中央値の 50％）である家庭に属する人の割合を示した数値。そして、子どもの貧困

率とは、子ども全体のうち、貧困の世帯に属する子どもの割合。 
17 栁澤靖明「公教育の無償性を実現し、子どもたちの教育を受ける権利を保障する」『教育資料』No.1652、p.12 
18 保坂渉、池谷孝司『ルポ 子どもの貧困連鎖 教育現場の SOSを追って』（光文社、2012年）pp.152-153 
19 文部科学省「保護者に対する調査の結果と学力等との関係の専門的な分析に関する調査研究」（2018年）p.13 
20 大綱策定に関わった末冨によれば、「教育支援や生活支援、高校における就労支援まで含めた学校が窓口としての役

割を発揮するいわば『長期包括支援型』」であると評価（『日本教育事務学会年報・第 3号』2016年、p.24）。 
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４. 就学支援制度                       

（1）生活保護制度（教育扶助）──各市の福祉事務所（町村は都道府県が設置する福祉事務所） 

・日本国憲法「生存権」（第 25 条）、生活保護法 

・学校給食費、学用品費、通学用品費、教材費、生徒会費、PTA 会費、入学準備金など支給 

 

（2）就学援助制度──各市区町村の教育委員会 

・経済格差を緩和させ、教育を受ける権利を保障するための制度（本来は「無償」で対応するべき） 

→ 学校教育法第 19 条（学校給食法、学校保健安全法、日本スポーツ振興センター法など） 

→ 経済的理由により就学困難な家庭に対して、必要な援助を与えなければならない 

・要保護者等にかかる支援（国の基準あり） 

   → 1/2（予算の範囲内で補助） 

   → 準要保護者に係る支援は、一般財源（市区町村が援助額、援助項目などを定める） 

・就学援助制度の課題 

→ 制度周知が進んでいない（知らないと利用することもできない） 

→ 「周知不足」により申請が遅れた問題、「スティグマ」や「後ろめたさ」の問題21 

・人口規模が大きくなるに連れて制度の周知が徹底され、受給率が高くなる（比例関係）22 

・財源の見直し、生活保護基準の見直しによる影響 

→ 2005（平成 17）年：一部国庫補助制度から一般財源へ移行したことによる制度不安定 

  → 2018（平成 30）年：生活扶助基準の見直しに伴う影響（5 年に 1 度） 

 

（3）奨学金制度 

・高校には就学援助制度がない（「高校生等就学給付金」のみ──就学援助制度より基準が高く、利用が困難） 

・独立行政法人日本学生支援機構（旧育英会）──高等学校は、都道府県に事業移管 

・埼玉県の場合、貸与は埼玉りそな銀行（滞納するとカード会社に債権が移管） 

→ 要件は、「品行方正」であって「学習意欲」があり、「経済的理由により修学が困難」 

 

（4）自治体規模の取組として 

・埼玉県では、全国に先駆けたアスポート事業 

  → 無料学習塾の全国的展開を支えた 

・埼玉県川口市では、就学援助を利用している家庭まで広げた無料塾（生活困窮者自立支援法） 

  → 学習教室、受験クラス、家庭訪問、食育支援（食事の提供等：＠20 円）、就労セミナー等 

 
21 栁澤靖明『本当の学校事務の話をしよう』（太郎次郎社エディタス、2016年）p.160、pp.163-164 
22 湯田伸一『知られざる就学援助』（学事出版、2009年）pp.103-106 
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５. 教育財政領域と教育指導領域                

（1）生徒指導（生徒指導提要・学校指定品） 

・「子どもの権利条約」（差別、成長発達生存、意見表明、最善の利益） 

・「経済的困難をかかえる場合」（「貧困対策のプラットフォーム」：就学援助など） 

  → 直接的影響：食事がとれない、物が買い揃えられない 

→ 間接的影響：学力不振や進路に希望が持てない、生きる意欲が湧かない 

・「性的マイノリティに関する理解と学校の対応」（「人権意識」：教職員の理解） 

  → 多目的トイレや更衣室の整備、衣服等の調整（制服、水着）、宿泊行事 

・「施設設備の破損」（出席停止、暴力行為、問題行動） 

  → ガラスの弁償問題（民法、地方財政法、国家賠償法） 

・制服と標準服、指定品と斡旋品（ワッペンや校章、運動着、シューズなど） 

→ 生徒指導の視点以外、経営運営面（管理職）、費用面（事務職員、保護者）、使用面（子ども） 

   → 生徒指導委員会マターから、関係者を集めた「○○検討委員会」へ移行する 

 

（2）教育相談（生徒指導提要・不登校） 

・義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律（教育機会確保法） 

→ 不登校状態の子どもに対する教育機会の確保（学校の支援、特別の教育課程、学校外の学習場所） 

→ 「不登校＝就学していない＝援助不要＝就学援助停止」 ≠ 学習をしていない 

・学校給食や補助教材、卒業アルバムや文集、各種会費、返金……（保護者との連携） 

→ 費用面（使わない、写っていないから買わない）、精神面（家庭で使いたい、思い出を共有したい） 

 

（3）学校保健（スポーツ振興センター災害共済給付） 

・学校管理下の災害（負傷や死亡など）に対する災害共済給付（医療費、障害見舞金、死亡見舞金） 

   → 学校管理下（教育課程に基づく授業中、部活動などの課外指導中、休憩時間中、通学中など） 

・義務教育諸学校の掛金：年間 920 円（多くの自治体では設置者と折半・要保護児童生徒は 40 円） 

   → 療養費 5,000円以上が対象となり、4/10 の医療費を給付 

   → 障害見舞金 4,000 万円以下（程度に応じる）、死亡見舞金 3,000 万円以下（状況に応じる） 

 

（4）学校給食（不登校や入院などによる欠食） 

・不登校状態における対応 

→ 費用面（食べていないから止めてほしい）、精神面（いつでも行ける状態にしておきたい） 

・入院などによる対応 

→ 保護者（休んでいるんだから止まっていると思った）、学校側（いわれていないから止めなかった） 
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６. 学校財務                         

（1）教育格差を埋める（結果の平等ではなく、機会の平等） 

・就学支援制度の活用と合わせて「国がもっと〔教育に対して：引用者〕お金を使うこと」23や、現状の

学校予算を有効的、効果的に使うことが求められる 

・公教育における公的負担が少ないため、家庭にその負担が重く圧し掛かり教育格差・経済格差（機

会の不平等）を生んでいる状況がある 

・『教師となって第一歩』では、「経済的に余裕のない家庭も少なくありません。購入する物品が『本

当に必要なのか』『価格は適正か』『時期は適切か』等に注意しなければなりません」そして、「会計

処理は一人の担当者に任せきりにせず、緊張感をもって、収入・支出等の事務処理を行い、複数の

目でチェック」24とある 

 

（2）公費と私費（公費には人件費も含まれ、私費も学校が集金している費用以外が含まれる） 

・公費（自治体が負担するお金）、教育委員会事務局から令達される予算（財源は、税金） 

→ 学校を管理するためのお金や、授業を円滑に進めるためのお金など 

・私費（保護者が負担するお金）、公に対して私的に集めているお金（財源は、税外の保護者負担） 

→ 「学校徴収金」や集金内容を個別に指定して、「補助教材費」などと表現することもある 

・公立学校を運営する 2本柱として、今日まで当然のように語られている 

 

（3）日本国憲法 26 条 2 条後段「義務教育は、これを無償とする」の歴史 

・1947（昭和 22）年に教育基本法が制定「授業料は、これを徴収しない」（旧 4 条 2 項） 

・戦後間もなく財政的に厳しいため現状は授業料に限定25 

・1964（昭和 39）年の義務教育費負担請求事件26では、無償の範囲を「普通教育を受けさせるにつ

き、その対価を徴収しないこと」とし、授業料に限定 

 

（4）私費負担の種類 

・学校給食費は、学校給食法の規定により食材料費を集金（第 11 条第 2 項） 

・補助教材費や校外活動費の集金に法的根拠はなく、その費用は「子供の学習費調査」27によれば、

公立小学校で約 10万円、中学校で約 17 万円（うち学校給食費 ≒4 万） 

・生徒会費や部活動費、PTA 会費や後援会費などもある 

 
23 前掲、池上『世界から格差がなくならない本当の理由』p.211 
24 前掲、埼教委「会計処理や物品の管理」『教師となって第一歩』p.24 
25 辻田力政府委員答弁「衆議院・教育基本法案委員会」（昭和 22年 3月 14日） 
26 最高裁判所『民事判例集 18巻 2号』（昭和 39年 2月 26日）p.343 
27 最新の調査は、文部科学省「令和３年度子供の学習費調査の結果を公表します」令和 4年 12月 21日（全国 52,903

人〈1,600校〉を対象とした抽出調査） 



2023.12.25（月）「初任者・若手教職員向け研修会」 

川口市立青木会館 3F 会議室（09：00～12：00） 

Guarantee the Rights to Learn.  7 

 

（5）補助教材の規程 

・教科書に加えて有益適切な教材（補助教材）の使用を認めている（学校教育法第 34 条第 4 項） 

・教科書以外の教材の使用を教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせること（地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第 33 条第 2 項） 

・『教師となって第一歩』では、「主たる教材とされる教科書以外の図書・その他の教材」と定義し「保

護者や児童生徒の経済上または学習上の負担を考慮すること」と記述28 

・文部科学省は「補助教材の購入に関して保護者等に経済的負担が生じる場合は，その負担が過重な

ものとならないように留意すること」29と通知 

・川口市でも「保護者の経済的負担についても考慮を払わなければならない」30と規定 

 

（6）学習指導要領のねらいと教材購入の流れ 

・中学校理科（無脊椎動物の単元） 

→ 旧版：存在を指摘する程度にとどめる、前版：観察などをして特徴を見いだす 

→ 現行：脊椎動物と比較して共通点と相違点を扱う 

・授業者（指導計画）と、財務担当者（財務計画） 

・他にも、算数セットの扱い、栽培セットの扱い、木工実習や被服実習セットなどの扱い 

   → セットで①私費購入、②公費購入、またはバラで③私費購入、④公費購入 

 

６. まとめ                          

・「教師の研修は、本質的に自主的・自発的なもの」31でなければならない（自己人格への統合） 

・子どもの貧困や公教育における公費保障の減少などの問題を解決に近づけていくためには、学校で

どんなことができるのか（子どもへ、保護者へ、地域へ向けた取組） 

・教育格差を少しでもなくすために、私費の軽減や就学支援制度などの活用方法を学ぶ必要性 

 

７. その他の分野                       

（1）給与諸手当や旅費の計算方法、休暇の種類や取得事由などの説明 

・「知っていますか？ あなたの給与旅費」（給与諸手当の基本的なことが書かれている冊子） 

   → 紹介した冊子等をつかって、所属校の事務職員に研修を依頼してみる 

 
28 前掲、埼教委「用語解説編」『教師となって第一歩』p.148 
29 文部科学省初等中等教育局長「学校における補助教材の適正な取扱いについて（通知）」（平成 27年 3月 4日） 
30 「川口市立小・中学校管理規則」第 11条（教材の選定） 
31 宗像誠也『教育と教育政策』（岩波新書、1961年）p.104 
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就学支援ワークショップ 

チームで取り組もう！ 就学支援 

── 事例を通した模擬「ケース会議」的ディスカッション 

 

1.学校で働く教職員を考えられるだけ書き出してみよう 

 

 

 

 

 

□.就学支援が必要だと考えられる事例 

事例① Aくんは中学 3年生。集金は滞りがちです。保護者に連絡しても繋がらないことが多く、メッ

セージを残しても折り返しはありません。家族は母と子の 2人です。遅刻してくることも多く、

授業にも集中できない様子も会議で報告されていました。そろそろ進路についても考えなくて

はいけない時期ですが「よくわからない」の一点張りです。給食は大好きなようで、給食調理

室で見かけることもあります。 

 

事例➁ Bくんは中学 1年生。入学式には参加したもののそれから、登校が少ないです。保護者と連絡

をとって給食を停止しています。午前中に見かけることはありますが、午後はありません。朝

ごはんを食べている様子がなく、会話の途中に「おなかすいた」という空腹の訴えがよくあり

ます。ジャージをもっていないため、体育の授業に出たことがないそうです。友だちと話して

いる様子もなく、孤立しているように見えます。 

 

2.だれと、どんなことを話し合い、どんな支援が考えられますか？ 

 

 

 

 

 

 


